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（１） 概要 

① 手引書の目的 

 

 
本県では、これまで概ね 100～150 年の周期で南海地震による被害に見舞われ、

昭和 21 年 12 月 21 日に発生した直近の昭和南海地震においても、大きな揺れと

津波により、人命や市街地等へ大きな被害をもたらした。 

近年では、令和６年１月に発生した能登半島地震や平成 28 年４月に発生した

熊本地震、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災において、強烈な地震

動あるいは巨大な津波が市街地を襲い、多くの人的被害のほか、建築物の倒壊、

火災の発生と延焼拡大による被害、道路、鉄道、ライフラインなど都市基盤に

甚大な被害を与え、巨大地震の脅威とともに、市民の生活に直結する都市防災

の重要性を改めて認識させられた。 

南海トラフ地震は、今後 30 年間で 70％～80％程度の確率で発生すると言われ

ている。 

本県においては、平成 26 年３月 28 日に南海トラフ地震防災対策推進地域に

県全域(34 市町村)が、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に沿岸の全 19

市町村が指定され、大規模な地震に伴う市街地での著しい被害の発生が想定さ

れている。 

また、近年の地震災害以外の大規模災害として、平成 30 年７月豪雨など、激

甚化・頻発化する風水災害が挙げられる。また、平成28年12月糸魚川大火（風

害）では、密集市街地における大規模火災が発生した。これらの大規模災害か

らの復興まちづくりも念頭におく必要がある。 

【被災後の手続き編】は、これらの大規模災害により都市基盤が脆弱な市街

地に大きな被害が発生した場合や、津波等による被災地域において、住民との

合意形成を図りつつ迅速な復興を行うため、被災調査から建築制限、都市計画

決定等まで手続きをとりまとめて解説したものである。 

 

  

高知県大規模災害復興都市計画手引書（以下「手引書」という。）は、大

規模災害から都市を復興する際の復興整備事業を円滑に進めることを目的と

して、以下の２点についてとりまとめて解説するものである。 
 

  都市を復興する際の復興整備事業を進めるうえでの手続き 

  都市の復興への対応力を向上するための事前の取組 
 

手引書は２分冊で構成し、【被災後の手続き編】では大規模災害から都市

を復興する際の復興整備事業の手続きについて記載した。 
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手引書の概要は下図のとおりである。 

第 ２ 章
南海トラフ地震事前復興まちづくり計画
における市街地等の復興の位置付け
• 高知県沿岸19市町村の津波対策

第 ３ 章
災害が起きる前の「事前防災まちづくり」

• 津波以外の風水害も対象
• 防災・減災を主流化したコンパクトシティ

• 災害リスクの高いエリアからの移転の促
進等

第 １ 章 【事前の取組編】の概要

第 ４ 章 手引書に基づく訓練

• 復興都市計画事業の実施手続きの理解と習熟
全体訓練、地区別訓練

第 ５ 章 地区の復興まちづくり

第二次建築制限
• 被災建築物等の状況調査
• 特措法第５条及び第７条の適用
（被災市街地復興推進地域の都市計画
決定）

第 ２ 章 第一次建築制限
• 被災建築物等の概況調査
• 復興地区区分の検討
• 第一次建築制限区域（案）の申出
• 建築基準法第84条の指定

第 １ 章 【被災後の手続き編】の概要

高
知
県
大
規
模
災
害
復
興
都
市
計
画
手
引
書

【

被

災
後
の
手
続
き
編
】

現在位置による復興手続き
• 復興都市計画事業の都市計画決定
• 復興都市計画事業の推進

第 ６ 章 県・市町村職員行動手順

移転による復興手続き
• 防災集団移転促進事業計画の作成
• 防災集団移転促進事業の推進

災害危険区域による制限
• 被災建築物等の状況調査
• 建築基準法第39条（災害危険区域）の

指定
• 移転促進区域の設定

高
知
県
大
規
模
災
害
復
興
都
市
計
画
手
引
書

【

事

前
の
取
組
編
】

発 災

事
前
の
準
備

復
興
整
備
事
業
の
推
進

発
災

第 ３ 章 現在位置による復興 第 ４ 章 移転による復興

 

図 １-１ 全体概要 
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② 想定する災害の種類、規模 

 
 

大規模災害からの復興に関する法律は、東日本大震災の教訓と課題を踏まえ

た復興の枠組みとして創設されたものである。 

本県で想定される南海トラフ地震は、東日本大震災と同等以上の被害が想定

されることから、｢特定大規模災害｣となることも念頭に置く必要がある。この

場合は、法律の概要に示された、復興に関する組織等、復興計画の作成等、復

興計画等における特例の措置、災害復旧事業に係る工事の国等による代行、そ

の他の内容が該当する。 

一方、著しく異常かつ激甚な「非常災害」として政令で指定された場合は、

災害復旧事業に係る工事の国等による代行が可能となる。近年、｢非常災害｣と

して政令で指定された災害は、平成 28 年熊本地震、東日本台風（令和元年台風

19号）、令和２年７月豪雨、令和６年能登半島地震がある。政令に基づく非常災

害に指定された場合等においても、法に基づく位置付けではないものの、被災

市町村において復興計画の策定と復興都市計画事業等が実施されている。 

  

対象とする災害は、大規模災害からの復興に関する法律第二条第一号に

規定された特定大規模災害、及び第二条第九号に規定された政令で指定す

る非常災害を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模災害からの復興に関する法律 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 特定大規模災害 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当

該非常災害に係る災害対策基本法 第二十八条の二第一項に規定す

る緊急災害対策本部が設置されたものをいう。 

（中略） 

九 特定大規模災害等 特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚

な非常災害として政令で指定する災害をいう。 

災害対策基本法 

（緊急災害対策本部の設置） 

第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は

発生するおそれがある場合において、当該災害に係る災害応急対策

を推進するため特別の必要があると認めるときは､内閣総理大臣は､

内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず､閣議にかけて､臨

時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。 
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手引書は、対象として主に南海トラフ地震を想定しているが、近年著しく異

常かつ激甚な災害が頻発していることを踏まえ、「非常災害」に指定された事例

や、その他の糸魚川市大規模火災等の大規模災害からの復興まちづくりの事例

も追記した。 

 

 

※緑枠内は、「非常災害」に指定された場合の適用範囲 

図 １-２ 大規模災害からの復興に関する法律の概要 

出典：内閣府 HP「大規模災害からの復興に関する法律の概要」 

 

 
図 １-３ 著しく異常かつ激甚な非常災害の法的分類  

著しく異常かつ激甚な
非常災害

特定大規模災害 非常災害

法律の概要
1～5に示す措置等

が適用される

災害復旧事業に
係る工事の国等

による代行

緊急災害対策本部の設置 政令で指定
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③ 東日本大震災からの復興まちづくり 

 

 

東日本大震災における市街地復興においては、①被災した現地での面的な復

興については、「土地区画整理事業」による、被災前の権利関係を保全しつつ、

嵩上げも含め、より安全性の高い市街地としての再整備、②被災地からの移転

については、「防災集団移転促進事業」による、市街地あるいは集落部における

住宅地の高台への移転、③拠点機能の早期整備については、「津波復興拠点整備

事業」による、中心拠点における用地買収方式での速やかな整備という、主と

して３つの国土交通省都市局所管の市街地復興事業が、それぞれの特質を生か

しつつ活用された。 

 

出典：東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会「とりまとめ（R3.3.31）」 

  

 

本県では、南海トラフ地震により東日本大震災と同等以上の津波被害が

想定されている。ここでは、東日本大震災で適用された市街地復興事業を

念頭に置いて被災後の手続きを整理する。 
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④ 手引書で対象とする範囲 

 

 

大規模災害への対応としては、被災前の事前復興まちづくりの取組を経て、

被災後は応急対策等が実施される復旧期、復興本部の設置に伴う集中復興期を

経て、復興創生期へと移行する。なお、被害状況の把握等、一部の応急・復旧

対応については、手引書で示される復興対応と密接に関係し、同時並行的に進

められるものであることから、手引書では関連事項としてこれらの内容も含ん

でいる。 

復旧期
～発災後６か月

集中復興期
発災後概ね４年

復興・創生期
発災後概ね８年

事 前 復 興 ま ち づ く り
南海トラフ地震事前復興まちづくり計画
における都市の復興の役割の明確化

災害が起きる前の「事前防災まちづくり」

【事前の取組編】

災害対策本部の設置
命を守る 命をつなぐ

対策の推進

復旧対策

応急対策

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
の
大
規
模
災
害
の
発
生

復 興 ま ち づ く り
（高知県復興方針、市町村復興計画との調整）

都市の復興、 生活の復興、 産業の復興、住宅の復興

【被災後の手続き編】

発災前

復興本部の設置

 

図 １-４ 復興まちづくりの段階と手引書の利用イメージ 

 
復興まちづくりは、主に市街地等の「都市の復興」、「生活の復興」、「住宅の

復興」及び「産業の復興」により構成される。このうち、大規模災害等におけ

る都市基盤や土地利用等の都市計画に関わる「都市の復興」は、生活、住宅及

び産業等の復興まちづくりの根幹となるもので、住民との連携や調整等が重要

となる。手引書は、この「都市の復興」を対象とするものである。 

手引書で対象とするフェーズは、事前の取組から被災後の復興まちづく

りの各段階を対象とする。 

対象とする分野は、復興まちづくりの中でも根幹となる都市基盤や土地

利用等の都市計画に関わる「都市の復興」とする。 
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都市の復興
（※）

生活の
復興

住宅の
復興

産業の
復興

○○の
復興

△△の
復興

※都市基盤や土地利用等都市計画に関わる復興

高知県復興方針
（第９条 大規模災害からの復興に関する法律）

（高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり条例
に基づく高知県復興計画に該当）

市町村復興計画
（第10条 大規模災害からの復興に関する法律）

 

図 １-５ 都市の復興の位置付け 

 

 

図 １-６ 市街地等の「都市の復興」と他の分野の連携イメージ 
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⑤ 国・県・市町村の役割と手引書の位置付け 

 

 

国

県 市 町 村

大規模災害からの復興に関する法律
平成25年６月

復興基本方針
法第８条

高知県大規模災害復興都市計画
手引書

【都市計画課】

復興整備事業の推進

高知県復興方針
法第９条

【被災後の手続き編】【事前の取組編】

土地利用の検討

復興都市計画事業
までの手続きのとり
まとめ、解説

復興整備事業の
事前検討

手引書に基づく
訓練

土地利用の検討

現在位置
での面整備

高台移転拠点整備

土地区画
整理事業等

防災集団
移転促進
事業等

津波防災
拠点整備
事業

復興都市計画事業までの手続き

第一次建築制限

移転による復興 現在位置による復興

移転による
復興手続き

現在位置による
復興手続き

復興計画
法第10条【記載事項】

 復興計画の区域
 復興計画の目標
 復興に関しての基本事項・土地利用基本方針
 復興整備事業とその実施主体等
 復興整備事業と一体になって必要な事業
 復興計画の期間

 
図 １-７ 被災後の国・県・市町村の役割（特定大規模災害） 

特定大規模災害が発生した場合に国は､大規模災害からの復興に関する

法律に基づく復興基本方針（法第８条）を策定する。県は、復興基本方

針に即して復興方針（法第９条）を定めることができる。市町村は､復興

基本方針及び県の定める復興方針に即して復興計画（法第 10 条）を作成

することができ、復興計画に基づいて復興整備事業を進めることとな

る。手引書では､高台移転や現在位置での面整備等の市街地整備事業の手

続き等についてとりまとめて解説している。 

政令に基づく非常災害に指定された場合は､大規模災害からの復興に関

する法律による位置付けではないものの､被災自治体において復興計画の

作成とそれに基づく取組が体系的に進められている。 
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【 国 】 復興基本方針（法第８条）

【 都道府県 】 復興方針（法第９条）

大規模災害からの復興に関する法律（平成25年６月）

【記載事項】
• 復興計画の区域
• 復興計画の目標
• 復興に関しての基本事項・土地利用基本方針

（縮尺２万５千分の１以上の地形図）
• 復興整備事業とその実施主体等
• 復興整備事業と一体になって必要な事業
• 復興計画の期間

被 災 後 の 手 続 き

【 市町村 】 復興計画（法第10条）

手続き等を手引書へ整理

土 地 利 用 の 検 討

高台移転現在位置
での面整備

拠点整備現位置
での復旧

防災集団

移転促進

事業等

土地区画

整理事業等

津波防災

拠点整備

事業等

災害復旧等

手引書【被災後の手続き編】

発災後の復興都市計画事業までの手続き

第一次建築制限

• 第一次建築制限区域（案）
の申出

• 建築基準法第84条の指定

• 被災建築物等の概況調査
• 復興地区区分の検討

移転による復興

災害危険区域による制限
• 被災建築物等の状況調査
• 建築基準法第39条（災害

危険区域）の指定
• 移転促進区域の設定

移転による復興手続き
• 防災集団移転促進事業計

画の作成
• 防災集団移転促進事業の

推進

現在位置による復興

第二次建築制限
• 被災建築物等の状況調査
• 特措法第５条及び第７条の

適用
（被災市街地復興推進地域

の都市計画決定）

現在位置による復興手続き
• 復興都市計画事業等の都

市計画決定
• 復興都市計画事業の推進

 

図 １-８ 市町村復興計画における都市の復興手続きの位置付け 
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⑥ 高知県復興方針・市町村復興計画との連携、調整 

 

 

都市の復興を進めるにあたっては、復興の基本理念や目標等、都市の復興の

方向性を示す必要がある。これらは、高知県復興方針・市町村復興計画の一部

を構成するものであるため、関係機関で連携し調整を図るものとする。 

都市の復興を進めるうえで、発災後１か月以内に一次建築制限区域の指定、

発災後２か月以内に二次建築制限区域の都市計画決定を行う必要がある。これ

らの手続きを行う際には、事前に検討した高知県復興方針（草案）や事前復興

まちづくり計画に基づいて、高知県復興方針（案）、復興計画（案）との調整を

図る。 

また、発災後２か月以内を目途に行う復興都市計画事業の都市計画決定にあ

たっては、高知県復興方針や各市町村が策定する地区の復興まちづくり計画と

広域的な観点での調整を図り、地区における被災住民との合意形成を支援する。 

 

都市の復興手続き市町村県

事前の
取組

• 発災後１か月以内に県は
第一次建築制限区域を指
定

• 発災後２か月以内に市町
村は第二次建築制限区域
の都市計画決定

• 同時期に復興都市計画事
業の都市計画決定

発災後
１～２か
月以内

高知県復興方針 復興計画

内容区分等名称

• 大規模災害からの復興に関する法律第９条
• 復興全体に関するマスタープラン

• 同時期に復興都市計画事業の都市計画決定

県高知県復興方針

• 大規模災害からの復興に関する法律第１０条
• 復興全体に関するマスタープラン

• 地区の復興まちづくり計画を含む
• 同時期に復興都市計画事業の都市計画決定

市町村復興計画

高知県復興方針（草案）
事前復興

まちづくり計画

 

図 １-９ 高知県復興方針・市町村復興計画との連携、調整 

都市の復興を進めるにあたっては、高知県復興方針や市町村復興計画と

連携、調整を図るものとする。 
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図 １-10 現在位置又は移転による復興の事業推進フロー 

復興都市計画事業
の推進（市町村）

移転による
復興手続き

現在位置による
復興手続き

防災集団移転促進事業
の推進（市町村）

地区別復興手法の選択（市町村）〔現在位置又は移転〕

復興都市計画事業の
都市計画決定（市町村）

防災集団移転促進事業計画の
作成（市町村）

【現在位置又は移転による復興の事業推進フロー】

第二次建築制限区域（被災市
街地復興推進地域）の都市計

画決定（市町村）

災害危険区域の指定や
移転促進区域の設定

（市町村）

移転
による

復興事業の検討
（市町村）

現在位置
による

復興事業の検討
（市町村）

復興方針の策定（県復興本部）

復興計画の策定（市町村復興本部）

手引書で示す都市計画部署の実施項目 都市計画部署以外の所管部署

第３章 現在位置による復興 第４章 移転による復興

第２章 第一次建築制限

発
災
後
２
か
月
以
内

発
災
後
６
か
月
を
目
途

発
災
後
６
か
月
以
降
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高知県復興方針（草案）は、被災後、一日でも早く住民が日常生活を取り戻す

ことができるよう、生活を立ち上げ、速やかな復興を進めるための基本理念や土

地利用の基本方針など、復興に向けた本県の基本的な方向性を示したものである。 

被災後は、高知県復興方針（草案）、市町村の事前復興まちづくり計画を基に、

被災状況等に応じて、高知県復興方針、市町村復興計画を策定する。 

復興整備事業を推進するにあたっては、これらの計画と連携・調整を図る必要

がある。 

【基本理念】 

 
出典：高知県「高知県復興方針（草案）（R5.2）」 
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【土地利用の基本方針】 

 
出典：高知県「高知県復興方針（草案）（R5.2）」 
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（２） 手引書【被災後の手続き編】の構成 

 

 

現在位置による復興を選択した区域では、緊急かつ円滑に市街地を復興する

ため、建築基準法、被災市街地復興特別措置法（以下「特措法」という。）、都

市計画法等に基づく建築制限を行いながら、被災市街地土地区画整理事業を中

心とした計画的な市街地の整備事業を進めるものである。 

また、移転による復興を選択した区域では、住民等の集団的移転を行うため、

建築基準法等に基づく建築制限を行いながら、防災集団移転促進事業を中心と

した計画的に安全な場所へ移転する災害に強いまちづくり事業を進めるもので

ある。 

手引書における各章の主な内容は、都市の復興準備期間のプロセス毎に時系

列で構成している。 

「第２章 第一次建築制限」では、発災後３日から１か月以内の被災建築物

等の概況調査、復興地区区分の検討、第一次建築制限区域（案）の申出、建築

基準法第 84 条の指定について記載している。 

「第３章 現在位置による復興手続き」では、発災後２か月以内の被災建築

物等の状況調査、特措法第５条及び第７条の適用（被災市街地復興推進地域の

都市計画決定）、発災後６か月を目途とした地区の復興まちづくり計画との調整、

現在位置による復興手続き（復興都市計画事業の都市計画決定、復興都市計画

事業の推進）について記載している。 

｢第４章 移転による復興手続き｣では、建築基準法第 39 条(災害危険区域）

の指定及び移転促進区域の設定、移転による復興手続き(防災集団移転促進事業

計画の作成、防災集団移転促進事業計画の推進)について記載している。 

「第５章 地区の復興まちづくり」では、地区の復興まちづくりにおける復

興手法や事業の活用について記載している。 

「第６章 県・市町村職員行動手順」では、被災直後の情報連絡系統・都市

計画関係職員の行動手順等を記載している。 

 

手引書は、県・市町村職員による的確かつ速やかな復興への手続きを実

施するため、建築制限（第一次建築制限、第二次建築制限）、復興都市計画

の決定（現在位置による復興、移転による復興）等、都市の復興準備期間

のプロセス毎に時系列で構成している。 
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